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【
個
人
番
号
カ
ー
ド
】

　

平
成
28
年
１
月
以
降
に
は
、
申

請
に
よ
り
『
個
人
番
号
カ
ー

ド
』
が
交
付
さ
れ
ま
す
。『
個
人

番
号
カ
ー
ド
』
は
身
分
証
明
書

と
し
て
の
利
用
や
、「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
」
を
確
認
す
る
場
な
ど
で
利

用
さ
れ
ま
す
。『
個
人
番
号
カ
ー

【
通
知
カ
ー
ド
】

　
『
通
知
カ
ー
ド
』
に
は
、
本
人

の
〝
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・

性
別
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
〟
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の『
通
知
カ
ー

ド
』
は
、
全
て
の
方
に
送
ら
れ
ま

す
が
、
顔
写
真
が
入
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
市
役
所
の
窓
口
な
ど
で

の
本
人
確
認
に
は
、
別
途
顔
写
真

が
入
っ
た
証
明
書
な
ど
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

ド
』の
申
請
書
は
、『
通
知
カ
ー
ド
』

と
併
せ
て
送
付
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
現
在
『
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
』
を
使
っ
て
利
用
し
て
い

る
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
等
に
も
引
き
続
き

使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』
と
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
る
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
、
本
人
の
〝
氏

名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
・

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
顔
写
真
〟
な
ど

が
記
録
さ
れ
ま
す
。
な
お
、『
個

人
番
号
カ
ー
ド
』
に
は
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
性
の
高
い
個
人
情
報
は
記

録
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
『
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
』
は
有
効
期
限
ま
で
利
用
可
能

で
す
が
、『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』

発
行
時
に
は
『
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
』
は
回
収
と
な
り
、
両
方

の
所
有
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
）」
の
詳
細
は

こ
ち
ら
へ

●
内
閣
官
房
「
社
会
保
障
・
税
番

号
制
度
」

http//w
w

w
.cas.go.jp/jp/

seisaku/bangoseido/
お
問
い
合
わ
せ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
⒇
０
１
７
８
（
全
国

共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、

番
号
通
知
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
に

つ
い
て

市
民
課
（
２
階
）　

☎
⒇
１
５
０
２
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。

そ
の
他
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
全
般
に
つ

い
て

総
務
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
９
、5
⒇
１
６
０
２
へ
。

※通知カードイメージ

個人番号　◯◯◯……○○○

生年月日　◯年□月△日
性別　　　女
氏　　名　番号花子
住　　所　△県○市□町1-1-1

子育て応援チケットとモバりんグッズをプレゼント！
　市では、新生児の保護者の経済的負担の軽減と、子育て支援を図ることを目的として、赤ちゃんが生まれ
た保護者に「子育て応援チケットとモバりんグッズ」を無償で配布します。
【対　象】
　平成27年４月１日以降に出生した新生児
　（該当になる方にはお知らせします）。
【配布物】
①子育て応援チケット
・第１子、第２子＝５千円分
・第３子以降＝１万円分（18歳に達する日以降の最初の３月31日まで
の間にある養育されている児童のうち、３番目以降の子に限る）。

※チケットは、ステッカーのある取扱店舗で使用できます。有効期
限は配布した日の属する月の翌月から６か月間です。

②モバりんグッズ（エコバック、タオル、コップ）
【配布方法・場所】
　お子さまの出生届の届出をした際に、市民課窓口および本納支所
窓口において配布します。
【市内事業者のみなさまへ】
　市では、事業で発行するチケットの取扱いについて、ご協力いた
だける店舗を募集しています。

お問い合わせは、
子育て支援課（２階）
☎（20）１５７３、5（20）１６１０へ。

おめでとう　赤ちゃんセット配布事業のお知らせ

※個人番号カードイメージ

表面 裏面


